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習志野演習場に係る旧軍毒ガス弾等の環境調査について

陸軍習志野学校跡地（現在は民有地等）の近傍に所在する習志野演習場に

ついては、旧軍による毒ガス訓練跡地と思われる場所が所在し、毒ガス成分

が無害化されずに、ドラム缶に入れられ埋設された可能性があるとの旧軍関

係者による証言等を踏まえ、下記のとおり環境調査を実施。

記

１ これまでの調査

（１）地下水調査

、 。・ 平成１７年６月 演習場内の４ヵ所について地下水等の調査を実施

その結果、全ての地点から毒ガス成分は検出されず。

（２）物理探査

・ レーダーのみに反応した地点は１８１地点。

（このうち、磁気探査による検知が可能な深度２ｍを超え、レーダーに反応した

地点１２地点は、寒川町事案など過去の発見事例を踏まえれば注意が必要 ）。

・ 磁気のみに反応した地点は６１地点。

・ レーダーと磁気の両者に反応した地点は１６地点。

［レーダー又は磁気のいずれかに反応した地点は２５８地点 ］。

２ 現在実施中の調査

（１）土壌調査

・ 表層（５０ｃｍ）土壌を採取して毒ガス関連物質が含まれているか

否かを調査。

（２）不審物確認調査

・ 平成１７年度に実施した物理探査の結果に基づく２５８地点を、機

械及び人力を組み合わせて慎重に掘削し、不審物の確認を行うもの。



３ 調査に当たっての安全対策

・ 調査は、金属探知機及び携帯ガス検知器等で安全を確認しながら行

う。

・ 磁気探査による検知が可能な深度２ｍを超え、レ－ダ－に反応した

１２地点及びレ－ダ－又は磁気の両者に反応した１６地点について

は、予め大型テントで覆い不審物の確認調査を実施し、万一、毒ガス

、 、成分が発生してもテント外に排出されることがないよう テントには

毒ガス成分を除去する装置を設ける。

、 、・ ガスを検知した場合には 演習場外に影響を及ぼすことがないよう

速やかに、除染して無害化するとともに、シ－ト又はテントで覆う等

飛散防止措置を講じる。

・ 調査期間中は、演習場外柵付近でも毒ガス成分の測定を行い、安全

監視を徹底する。

４ 調査実施契約期間等

平成１９年３月３０日～平成２０年３月３１日

・ 土壌調査については、平成１９年６月２５日から実施。

・ 不審物確認調査については、土壌調査完了後、同年９月中旬から実

施予定。

５ 今後の対応

・ 調査結果については、取りまとめ後、公表する予定。
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